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債務保証業務運用基準 

 

 

制  定 平成１８年 ９月１２日 １８食流機構第２５７号 

一部変更 平成１９年 ４月 ２日 １９食流機構第 ７１号 

一部変更 平成１９年 ６月２９日 １９食流機構第１６９号 

一部変更 平成２０年 ７月３０日 ２０食流機構第２０４号 

一部変更 平成２０年 ８月２２日 ２０食流機構第２６４号 

一部変更 平成２０年１０月２１日 ２０食流機構第３０４号 

一部変更 平成２１年１２月 １日 ２１食流機構第３０８号 

一部変更 平成２３年１１月 ２日 ２３食流機構第１７８号 

一部変更 平成２６年１１月１８日 ２６食流機構第２９８号 

一部変更 平成２７年 ８月１０日 ２７食流機構第２１９号 

一部変更 平成２８年 ７月 １日 ２８食流機構第２２８号 

一部変更 平成２９年 ８月 １日 ２９食流機構第２１２号 

一部変更 平成３０年１０月２２日 ３０食流機構第３０２号 

一部変更 令和 元年 ７月１６日  元食流機構第 ４８号 

一部変更 令和 ２年 ９月２８日  ２食流機構第２０５号 

一部変更 令和 ４年 ９月３０日  ４食流機構第１８５号 

一部変更 令和 ６年 ７月 １日  ６食流機構第 ９６号 

 

 

１．目的 

    この運用基準は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律（平成３年法律第５

９号）第１７条第１号の規定に基づき、公益財団法人食品等流通合理化促進機構（以下「機構」

という。）が実施する債務保証業務の運用に関する基本的事項を定め、もって業務の適正な運

営に資することを目的とする。 

 

２．債務保証の対象事業 

  債務保証の対象事業は、公益財団法人食品等流通合理化促進機構債務保証業務規程第４条に

規定する認定食品等流通合理化事業、認定食品流通円滑化事業、承認経営革新事業又は認定経

営力向上事業、認定総合効率化事業、承認地域経済牽引事業、認定農商工等連携事業、認定生

産製造連携事業、認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業及び認定輸出事業（以下「認

定食品等流通合理化事業等」という。）並びに認定農林水産物・食品輸出促進団体が行う輸出

促進業務とする。 

 

３．債務保証の対象者 

債務保証の対象者は、認定食品等流通合理化事業等を実施する者（次に掲げる者にあっては、

それぞれ次に掲げる法律の規定に基づく債務保証によることが困難な場合に限る。）とする。 

 ①農業信用保証保険法（昭和３６年法律第２０４号）第２条第１項に規定する農業者等 

 ②独立行政法人農林漁業信用基金法（平成１４年法律第１２８号）第１３条第２項に規定する

林業者等 

 ③中小漁業融資保証法（昭和２７年法律第３４６号）第２条第１項に規定する中小漁業者等 



 

- 2 - 

 ④信用保証協会法（昭和２８年法律第１９６号）第２０条第４項に規定する中小企業者等（次

に掲げる法律の規定に基づく認定又は承認を受けたものを除く。） 

  ア 中心市街地活性化法第４８条 

  イ 中小企業等経営強化法第１４条又は第１７条 

  ウ 物流総合効率化法第４条 

  エ 地域未来投資促進法第１３条 

  オ 農商工等連携促進法第４条 

  カ 米粉・エサ米法第４条 

  キ 六次産業化・地産地消法第５条又は第７条 

  ク 輸出促進法第３７条 

 

４．債務保証の条件 

  債務保証の対象者は、次の条件を満たすものとする（認定農林水産物・食品輸出促進団体

を除く。）。 

 ①財務諸表が次のいずれかに該当するものであること。 

ア、公認会計士の監査を受けたものであること。 

イ、当該中小企業者等が会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第８号の会計参与設置

会社であって、当該財務諸表等が同法３７４条第１項の規定に基づき作成されたもので

あること。 

ウ、「中小企業の会計に関する指針」（日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本

商工会議所及び企業会計基準委員会制定）に基づき作成されたものであって、その旨税

理士等により確認されたものであること。 

 ②その債務保証の対象資金が主取引銀行の借入れに係るものであること。 

 

５．保証に係る資金の種類 

    保証に係る資金は、認定食品等流通合理化事業等の実施に必要な施設設備資金（土地を含む。

以下「施設整備資金」という。）並びに認定食品等流通合理化事業等及び輸出促進業務の維持

発展に必要な試験研究費、試作費、市場調査費等の運転資金（以下「運転資金」という。）と

する。 

 

６．一被保証者に対する保証限度額 

    一被保証者に対する保証債務の残高が４億円（認定農林水産物・食品輸出促進団体にあって

は８千万円）に達するまで、当該一被保証者に対して保証することができるものとする。 

 

７．債務保証期間等 

 ①債務保証期間は、次のとおりとする。 

  ア、施設整備資金にあっては２０年以内。ただし、政府系金融機関の協調融資を受けて実施

する施設整備に伴う借入にあっては、当該融資事業の融資期間を超えないものとする。 

  イ、運転資金にあっては５年以内（認定農林水産物・食品輸出促進団体にあっては１年）。 

 ②保証する被保証者の借入金の据置期間は、次のとおりとする。 

  ア、施設整備資金にあっては３年以内。 

  イ、運転資金にあっては１年以内(認定農林水産物・食品輸出促進団体に係るものを除く)。 

 

８．債務保証料・債務保証料率 
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 ①債務保証料は、借入の元本に係る保証債務の残額に対して、年０．８％以内の割合（債務保

証料率）を乗じて得た額とする。 

  ②債務保証料率は、別に定める食品等流通合理化対策債務保証事業審査要領に基づく当該被保

証者の財務分析調査結果、契約日の金利水準等を総合的に判断して決定するものとする。 

 

９．保証人・担保 

 ①原則として連帯保証人を徴求するものとする。ただし、株式上場会社については、この限り

ではない。 

 ②必要に応じて、被保証者及び連帯保証人から担保（不動産、有価証券等）を徴求するものと

する。 

 

１０．債務保証の範囲（保証割合） 

 ①債務保証の割合は、次のとおりとする。 

  ア、次に掲げる者にあっては、借入の元本、利息及び損害金の９０％。 

  （ア）５年以上の経営実績を有する者（５年以上の経営実績を有する親会社及び持株会

社の子会社であって、経営実績が５年未満の者を含む。） 

  （イ）株式会社農林漁業成長産業化支援機構又は地方公共団体が直接又は間接に出資し

ている者 

  イ、ア以外の者及び認定農林水産物・食品輸出促進団体にあっては、５０％。 

 ②損害金は、最終弁済期日（期限の利益喪失の日を含む。）の翌日から起算して６０日を超え

ない期間に係るものとする。ただし、分割弁済期日に約定弁済が行われない場合の当該損害

金については、当該分割弁済期日の翌日から起算して１２０日を超えず、かつ、最終弁済期

日の翌日から起算して６０日を超えない期間に係るものとする。 

 

１１．債務保証の引受けの審査 

 ①認定食品等流通合理化事業等にかかる審査 

  債務保証の引受けの審査にあたっては、あらかじめ債務保証委託申込者から当該企業（子会

社を含む。）の法人概要書、直近３期分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算書、個別注記表、事業報告書）及び決算書類が「中小企業の会計に関する指針」に基

づき作成された中小企業者等にあっては、税理士等の証明書（「中小企業の会計に関する指針」

チエック項目表）、確定申告書（勘定科目明細書付）、認定食品等流通合理化事業等の事業計

画書（写）、債務保証委託申込に係る事業計画書及び収支計画書並びに３の①から④に該当す

る者にあっては、それぞれの債務保証機関が発行する「当該法律の規定に基づく債務保証によ

ることが困難である」旨の証明書を徴するものとする。ただし、当該企業が設立後１年未満で

ある場合は、決算報告書及び確定申告書を徴しないものとする。 

②輸出促進業務にかかる審査 

  債務保証の引受けの審査にあたっては、あらかじめ債務保証委託申込者から、当該団体の団

体概要書（輸出促進法第４３条第４項に規定する「申込書」の事項を網羅するものをいう。）、

輸出促進業務に係る業務規程（輸出促進法第４３条第５項に規定する「業務規程」をいう。）、

直近３期分の決算書（貸借対照表、損益計算書又は正味財産増減計算書、付属明細書、財産目

録、事業報告書）、債務保証を希望する輸出促進業務に関する事業計画書及び収支計画書、事

業計画書及び収支計画書に係る団体の意思決定機関の決定を証する書類（当該収支計画におい

て団体構成員に対する特別な賦課金の収受が含まれている場合又は輸出促進法第４３条第３

項第２号に基づく「拠出金」の収受が含まれている場合には、当該賦課金等の収受についての
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団体構成員その他の関係者の同意を証する書類を含む。）及び確定申告書を徴するものとする。

ただし、設立後１年未満の団体にあっては、決算報告書及び確定申告書を、収益事業を行わな

い団体にあっては確定申告書を徴しない。 

 

１２．審査委員会による審査 

  債務保証の諾否にあたっては、あらかじめ別に定める債務保証事業審査委員会（以下「審査

委員会」という。）の意見を徴するものとする。 

 

１３．財務状況報告 

  債務保証期間においては、被保証者（認定農林水産物・食品輸出促進団体を除く。）から毎

事業年度終了後に決算報告書（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、

事業報告書）を徴するとともに、申込時に設定した経営関係指標の達成状況についての報告を

受けることとし、当該被保証者の財務状況等を審査委員会に報告するものとする。 

 

 

附 則 

 この運用基準は、令和４年９月３０日から施行する。 

  

 

附 則 

 この運用基準は、令和６年７月１日から施行する。 

  

 


